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添付資料 新潟県中越沖地震を踏まえた対応について



 

 

１．目的 

平成１９年７月２０日付け，経済産業大臣からの指示文書「平成１９年新潟

県中越沖地震を踏まえた対応について（指示）」（平成 19･07･20 原第１号）に

基づき，当社原子力発電所における自衛消防体制の強化および迅速かつ厳格な

事故報告体制の構築に係る改善計画を策定する。 

 

２．検討課題 

当社原子力発電所における自衛消防体制の強化および迅速かつ厳格な事故

報告体制の構築に係る検討課題は，以下の通り。 

 

２－１．自衛消防体制の強化に係る検討 

（ア）火災発生時に迅速に十分な人員を確保することができる体制の構築に係

る検討 

（イ）原子力発電所における油火災等に備えた化学消防車の配置等に係る検討 

（ウ）消防に対する専用通信回線の確保に係る検討 

（エ）消防機関での実施訓練を含めた消防との連携の下での担当職員の訓練の

強化に係る検討 

 

２－２．迅速かつ厳格な事故報告体制の構築に係る検討 

（ア）地震等の災害発生時であっても，放射性物質の漏えい等の事実関係を確

認するために必要となる人員を確保することができる体制の構築に係る

検討 

（イ）地震等の災害発生時であっても，原子力発電所内および原子力発電所と

災害対策本部等の間において確実に機能する通信手段の確保に係る検討 

（ウ）万一，放射性物質の漏えい等があった場合に，その可能性に接した時点

で国及び地方自治体への迅速な報告に係る検討 

 

３．現状分析および課題 

平成１９年７月１６日付け，原子力安全・保安院からの指示文書「平成１９

年新潟県中越沖地震による東京電力柏崎刈羽原子力発電所での火災及び放射

能漏れを受けた電力会社への指示について」（平成 19･07･16 第 2 号）に基づき

当社の消防活動体制および放射能漏れ等の事故の報告体制を点検し，取りまと

めた結果を７月２０日に原子力安全・保安院へ報告している。 

点検結果について，２．検討課題に基づき現状を分析し，さらに自衛消防体

制の強化および迅速かつ厳格な事故報告体制の構築を図るために必要な課題

を以下のとおり抽出した。 
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３－１．自衛消防体制の強化に係る検討結果 

（ア）火災発生時に迅速に十分な人員を確保することができる体制の構築に係

る検討結果 

ａ．現状分析 

発電所構内での火災発生時における消防署への連絡体制，初期消火

体制および自衛消防隊について社内規定に定めており，初期消火体制

の人員も確保している。 

自衛消防隊の参集については，社内保安電話，携帯電話および一斉

通報システムによる多重の連絡手段により実施することから，初期消

火活動から消火要員がさらに必要な場合も確実に要員が参集できる。 

 

ｂ．課題 

火災発生時における初期消火活動をより確実にするため，初期消火

対応における責任者の明確化，および消防車対応の人員の確保につい

て検討する。 

地震等の災害発生時において，有線回線が使用できない場合を考慮

し，通信手段として発電所内緊急対策室と発電所に隣接する宿舎等に

小型陸上無線機の配備を検討する。 

 

（イ）原子力発電所における油火災等に備えた化学消防車の配置等に係る検討

結果 

ａ．現状分析 

油火災に対して，女川発電所では化学消防車および泡消火設備等に

より，東通発電所では可搬型大型消火器および泡消火設備等により消

火活動が可能である。 

さらに，消防法およびＪＥＡＧ４６０７の要求設備を設置し，定期

的に点検を実施するとともに，消防法の要求設備以外にも，女川発電

所は化学消防車，東通発電所は消防ポンプ自動車（水源は防火水槽）

を有している。 

 

ｂ．課題 

自衛消防隊が消火活動に用いる設備として，油火災等への対応を強

化する観点から，発電所内に化学消防車および消防ポンプ自動車（水

タンク付）の配備，ならびに消火栓のバックアップ機能としての可搬

型大型消火器等の増設を検討する。 
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（ウ）消防に対する専用通信回線の確保に係る検討結果 

ａ．現状分析 

女川発電所および東通発電所とも緊急対策室より消防署への専用回

線を有しており，消防署への通報が可能である。さらに女川発電所に

おいては，バックアップ機能として中央制御室からの直接消防署への

通報可能な専用回線を設置している。 

 

ｂ．課題 

地震等の災害発生時にも消防署への通報が確実に行えるよう，バッ

クアップ機能として東通発電所の中央制御室から直接消防署へ通報可

能な専用回線の設置について検討する。 

 

（エ）消防機関での実施訓練を含めた消防との連携の下での担当職員の訓練の

強化に係る検討結果 

ａ．現状分析 

火災発生時に速やかな対応が行えるように，定期的に教育，訓練を

実施している。また，消防車による放水訓練を定期的に実施している。 

 

ｂ．課題 

油火災等に関する初期消火活動に対応する合同実地訓練，ならびに

消防車および可搬型大型消火器等の使用に関する教育・訓練の定期的

な実施および充実について検討する。 

 

３－２．迅速かつ厳格な事故報告体制の構築に係る検討結果 

（ア）地震等の災害発生時であっても，放射性物質の漏えい等の事実関係を確

認するために必要となる人員を確保することができる体制の構築に係る

検討結果 

ａ．現状分析 

平日昼間は，放射性物質の漏えい等の事実関係を確認するために必

要となる人員が発電所に常駐している。また，夜間・休日については，

当番者が放射線管理課長を経由し，呼び出しにより必要な要員を確保

している。 

５０ガル以上の地震または，震度５弱以上の地震が発生した場合に

は，放射線管理課長は，各モニタのデータから，放射線管理上の評価

を行うことになっており，必要な要員を呼び出すこととなっている。 

夜間・休日を含め，発電所で震度６弱以上の地震発生時は，全所員

が自動出社することになっている。 
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ｂ．課題 

夜間・休日における地震等の災害発生時において，確実かつ迅速に

放射性物質の漏えい等の事実関係を確認するために必要となる人員を

確保できるとはいえないため，最低限必要な要員が発電所に常駐する

体制を検討する。 

 

（イ）地震等の災害発生時であっても，原子力発電所内および原子力発電所と

災害対策本部等の間において確実に機能する通信手段の確保に係る検討

結果 

ａ．現状分析 

事故発生時の報告対応を正確かつ迅速に行うため，発電所内には，

有線通信として災害時優先電話回線，専用回線および保安回線，無線

通信として保安回線用衛星電話を有しており，通信手段を多重化し確

保している。さらに，定期的に教育・訓練および連絡資機材の点検を

実施している。 

また，本店・発電所間の通信手段についても，保安回線用衛星電話

を有しており，確実に連絡できる連絡資機材を確保している。 

 

ｂ．課題 

地震等の災害発生時であっても，有線回線が使用できない場合を考

慮し，発電所の隣接する宿舎等から必要となる人員を確保できるよう

発電所内緊急対策室と発電所に隣接する宿舎等における小型陸上無線

機の配備を検討する。 

地震等の災害発生時であっても，発電所内において通信手段が確実

に確保できるよう対策が必要である。 

 

（ウ）万一，放射性物質の漏えい等があった場合に，その可能性に接した時点

で国及び地方自治体への迅速な報告に係る検討 

ａ．現状分析 

管理区域および非管理区域で漏えいを発見した場合には，社内規定

に基づき，発電所から本店，関係官庁，自治体へ報告する体制とする

とともに，夜間・休日についても，連絡に必要な人員を確保している。

（当番制を採用） 

 

ｂ．課題 

地震災害発生時に水漏れを発見した場合には，管理区域，非管理区

域にかかわらず国および地方自治体へ報告する方法について，社内規

定を改正する方向で検討する。 
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４．改善計画 

４－１．自衛消防体制の強化に係る改善計画 

（ア）火災発生時における初期消火活動をより確実に実施するため，初期消火

体制としては，責任者（社員），消防車対応者，および初期消火要員で８

名とし，さらに発電所に隣接する宿舎等より必要な要員を参集し，合計  

１０名を確保する。（平成１９年８月末運用開始予定） 

また，地震等の災害発生時において，有線回線が使用できない場合を考

慮し，発電所に隣接する宿舎等から必要となる要員を確保するための通信

手段として，発電所内緊急対策室と発電所に隣接する宿舎等に小型陸上無

線機を配備する。（平成１９年８月末運用開始予定） 

 

（イ）発電所構内における油火災等への対応強化のため，化学消防車および消

防ポンプ自動車（水タンク付）を追加配備する。（化学消防車：平成１９

年１１月末運用開始予定，消防ポンプ自動車（水タンク付）：平成２０年

１月末運用開始予定） 

さらに，消火栓のバックアップ機能として，可搬型大型消火器等を増設

する。（平成１９年１０月末運用開始予定） 

      

（ウ）地震等の災害発生時であっても消防署への通報が確実に行えるよう，バ

ックアップ機能として東通発電所の中央制御室から直接消防署へ通報可

能な専用回線を設置する。（平成１９年８月末運用開始予定） 

 

（エ）訓練計画の見直しを検討し，関係機関と調整のうえ，油火災等の初期消

火活動に対する合同実地訓練，ならびに消防車および可搬型大型消火器等

の使用に関する教育・訓練を実施する。（平成１９年度から実施） 

 

４－２．迅速かつ厳格な事故報告体制の構築に係る改善計画 

（ア）夜間・休日における地震等の災害発生時であっても，確実かつ迅速に放

射性物質の測定が実施可能となるように，放射性物質の漏えい等の事実関

係を確認するために必要となる人員を発電所に常駐させる。さらに常駐者

に加えて，呼び出しにより必要な要員を確保する。（常駐については準備

が整い次第運用開始（平成１９年１０月末運用開始予定）） 

       

（イ）夜間・休日における地震等の災害発生時であっても，有線回線が使用で

きなくなる場合を考慮し，発電所に隣接する宿舎等から必要となる人員を

確保できるよう発電所内緊急対策室と発電所に隣接する宿舎等に小型陸

上無線機を配備する。 

地震等の災害発生時であっても，通信手段が確保できるよう配置・保管
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方法等の見直しを行う。（平成１９年９月末運用開始予定） 

 

（ウ）地震災害発生時に水漏れを発見した場合には，管理区域，非管理区域に

かかわらず，発見した時点で直ちに国および地方自治体へ連絡する。 

その後，放射性物質の漏えい等の事実関係を確認する人員が放射能の有

無を確認し，連絡する。 

上記２段階の通報連絡を社内規定に反映する。（平成１９年８月末運用

開始予定） 

 

 

以 上 
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線
回
線
が
使
用
で
き
な
い
場
合
を
考
慮
し
，
発
電
所
に
隣

接
す
る
宿
舎
等
か
ら
必
要
と
な
る
人
員
を
確
保
す
る
た
め
の
通
信
手
段
と
し
て
，
発
電
所
内
緊
急

対
策
室
と
発
電
所
に
隣
接
す
る
宿
舎
等
に
小
型
陸
上
無
線
機
を
配
備
す
る
。

 

（
平
成
１
９
年
８
月
末
運
用
開
始
予
定
）

 

（
イ

）
原

子
力

発
電

所
に

お
け

る
油

火
災

等
に

備
え

、

化
学
消
防
車
の
配
置
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 

【
現
状
分
析
】

 

・
消
防
法
お
よ
び

J
E
A
G
4
6
0
7
の
要
求
設
備
を
設
置
し
，
定
期
的
に
点
検
し
て
い
る
。

 

・
消
防
法
要
求
設
備
以
外
に
も
，
女
川
発
電
所
は
化
学
消
防
車
，
東
通
発
電
所
は
消
防
ポ
ン
プ
自
動

車
（
水
源
は
防
火
水
槽
）
を
有
し
て
い
る
。

 

・
油
火
災
に
対
し
て
は
，
女
川
発
電
所
で
は
化
学

消
防
車
，
泡
消
火
設
備
，
固
定
式
注
水
消
火
設
備
，

粉
末
消
火
器
に
よ
り
，
東
通
発
電
所
で
は
可
搬
型
大
型
消
火
器
，
泡
消
火
設
備
，
固
定
式
注
水
消

火
設
備
，
大
型
粉
末
消
火
器
に
よ
り
消
火
活
動
が
可
能
で
あ
る
。
 

 【
課
題
】

 

・
自

衛
消

防
隊

が
消

火
活

動
に

用
い

る
設

備
と

し
て

，
油

火
災

等
へ

の
対

応
を

強
化

す
る

観
点

か

ら
，
発
電
所
内
に
化
学
消
防
車
お
よ
び
消
防
ポ

ン
プ
自
動
車
（
水
タ
ン
ク
付
）
の
配
備
，
な
ら
び

に
消
火
栓
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
と
し
て
の
可
搬
型
大
型
消
火
器
等
の
増
設
を
検
討
す
る
。
 

・
自
衛
消
防
隊
が
消
火
活
動
に
用
い
る
設
備
と
し
て
，
油
火
災
等
へ
の
対
応
強
化
の
た
め
，
発
電
所

内
に
化
学
消
防
車
，
お
よ
び
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
水
タ
ン
ク
付
）
を
以
下
の
と
お
り
配
備
す
る
。

（
化
学
消
防
車
：
平
成
１
９
年
１
１
月
末
運
用
開
始
予
定
，
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
水
タ
ン
ク
付
）
：

平
成
２
０
年
１
月
末
運
用
開
始
予
定
）
 

 

 
女
川
発
電
所
 

東
通
発
電
所
 

化
学
消
防
車
 

1
台
（
配
備
済
）

1
台

 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
水
タ
ン
ク
付
）
 

1
台

 
1
台

 

 

・
消
火
栓
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
と
し
て
，
可
搬
型
大
型
消
火
器
等
を
増
設
す
る
。

 

（
平
成
１
９
年
１
０
月
末
運
用
開
始
予
定
）

 

１ ． 自 衛 消 防 体 制 の 強 化 

（
ウ

）
消

防
に

対
す

る
専

用
通

信
回

線
を

確
保

す
る

こ

と
。

 

【
現
状
分
析
】

 

・
各
発
電
所
と
も
，
緊
急
対
策
室
よ
り
消
防
署
へ
の
専
用
回
線
を
有
し
て
お
り
，
消
防
署
へ
の
通
報

が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
女
川
発
電
所
に
お
い

て
は
，
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
と
し
て
中
央
制
御
室

か
ら
の
直
接
消
防
署
へ
の
通
報
可
能
な
専
用
回
線
を
設
置
し
て
い
る
。

 

 【
課
題
】

 

・
地
震
等
の
災
害
発
生
時
に
も
消
防
署
へ
の
通
報

が
確
実
に
行
え
る
よ
う
，
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
と

し
て

東
通

発
電

所
の

中
央

制
御

室
か

ら
直

接
消

防
署

へ
通

報
可

能
な

専
用

回
線

の
設

置
に

つ
い

て
検
討
す
る
。

 

・
発
電
所
緊
急
対
策
室
に
は
，
消
防
署
と
の
専
用
回
線
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
，
地
震
等
の
災
害
発

生
時
で
あ
っ
て
も
消
防
署
へ
の
通
報
が
確
実
に
行
え
る
よ
う
，
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
と
し
て
，
東

通
発
電
所
の
中
央
制
御
室
か
ら
直
接
消
防
署
へ
通
報
可
能
な
専
用
回
線
を
設

置
す
る
。

 

（
平
成
１
９
年
８
月
末
運
用
開
始
予
定
）

 

中
央
制
御
室
（
東
通
発
電
所
）

 
１
台
（
※
２
）

 

※
２
：
女
川
は
中
央
制
御
室
に
設
置
済
み
。

 

添付資料 
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対
策
・
対
応
項
目

 
現
状
分
析
お
よ
び
課
題

 
改
善
項
目

 

（
エ

）
消

防
機

関
で

の
実

施
訓

練
を

含
め

、
消

防
と

の

連
携

の
下

で
、

担
当

職
員

の
訓

練
を

強
化

す
る

こ

と
。

 

【
現
状
分
析
】

 

・
火
災
発
生
時
に
速
や
か
な
対
応
が
行
え
る
よ
う
に
，
定
期
的
に
教
育
，
訓
練
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
，
消
防
車
に
よ
る
放
水
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
て
い
る
。
 

 【
課
題
】

 

・
油
火
災
等
に
関
す
る
初
期
消
火
活
動
に
対
応
す

る
合
同
実
地
訓
練
，
な
ら
び
に
消
防
車
お
よ
び
可

搬
型
大
型
消
火
器
等
の
使
用
に
関
す
る
教
育
・
訓
練
の
定
期
的
な
実
施
お
よ
び
充
実
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

 

・
東
京
電
力
柏
崎
・
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
事
象
を
踏
ま
え
，
訓
練
計
画
の
見

直
し
を
検
討
し
，
関

係
機
関
と
調
整
の
う
え
，
平
成
１
９
年
度
か
ら
以
下
の
訓
練
を
実
施
す
る
。

 

・
油

火
災

等
に

関
す

る
初

期
消

火
活

動
に

対
し

，
関

係
機

関
と

連
携

し
た

合
同

実
地

訓
練

を

実
施
。

 

・
消
防
車
お
よ
び
可
搬
型
大
型
消
火
器
等
の
使
用
に
関
す
る
教
育
・
訓
練
の
実
施
。

 

（
ア

）
地

震
等

の
災

害
発

生
時

で
あ

っ
て

も
、

放
射

性

物
質

の
漏

え
い

な
ど

の
事

実
関

係
を

確
認

す
る

た

め
に

必
要

と
な

る
人

員
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き

る
体
制
を
早
急
に
整
え
る
こ
と
。

 

【
現
状
分
析
】

 

・
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
等
の
事
実
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
人
員
（
放
管
員
）
は
，

漏
え

い
水

の
採

取
，

Ｇ
ｅ

半
導

体
検

出
装

置
に

よ
る

測
定

，
結

果
確

認
を

行
う

一
連

の
対

応
と

な
る
た
め
最
低
限
必
要
な
人
員
は
１
名
で
あ
り
，
女
川
・
東
通
と
も
各
サ
イ
ト
に
確
保
し
て
い
る
。

・
平
日
昼
間
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
等
の
事
実
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
人

員
は
，
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
，
夜
間
・
休
日
に
つ
い
て
は
，
当
番
者
が
放
射
線
管
理
課
長
を
経

由
し
，
呼
び
出
し
に
よ
り
必
要
な
要
員
を
確
保

し
て
い
る
。

 

 
女
川

発
電
所
 

東
通
発
電
所
 

平
日
昼
間

 
４
５
名
程
度
 

２
５
名
程
度
 

通
常
運
転
時
 

夜
間
・
休
日
 

必
要
人
数
を
呼
び
出
し

必
要
人
数
を
呼
び
出
し

平
日
昼
間

 
４
５
名
程
度
 

３
０
名
程
度
 

定
検
時

 
夜
間
・
休
日
 

必
要
人
数
を
呼
び
出
し

必
要
人
数
を
呼
び
出
し

※
：
社
員
お
よ
び
協
力
会
社
を
合
わ
せ
た
人
数

 

・
５
０
ガ
ル
以
上
の
地
震
ま
た
は
，
震
度
５
弱
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
は
，
放
射
線
管
理

課
長
は
，
各
モ
ニ
タ
の
デ
ー
タ
か
ら
，
放
射
線
管
理
上
の
評
価
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
，
必

要
な
要
員
を
呼
び
出
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

 

・
夜
間
・
休
日
を
含
め
，
発
電
所
で
震
度
６
弱
以

上
の
地
震
発
生
時
は
，
全
所
員
が
自
動
出
社
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

 

 【
課
題
】

 

・
夜
間
・
休
日
に
お
け
る
地
震
等
の
災
害
発
生
時
に
お
い
て
，
確
実
か
つ
迅
速
に
放
射
性
物
質
の
漏

え
い
等
の
事
実
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
人
員
を
確
保
で
き
る
と
は
い
え
な
い
た
め
，
最
低
限

必
要
な
要
員
が
発
電
所
に
常
駐
す
る
体
制
を
検

討
す
る
。

 

・
夜
間
・
休
日
に
お
け
る
地
震
等
の
災
害
発
生
時
で
あ
っ
て
も
，
確
実
か
つ
迅
速
に
放
射
性
物
質
の

測
定
が
実
施
可
能
と
な
る
よ
う
に
，
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
等
の
事
実
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に

必
要
と
な
る
人
員
を
発
電
所
に
常
駐
さ
せ
る
。

 

・
さ
ら
に
常
駐
者
に
加
え
て
，
呼
び
出
し
に
よ
り
必
要
な
要
員
を
確
保
す
る
。

 

（
常
駐
に
つ
い
て
は
準
備
が
整
い
次
第
運
用
開
始
（
平
成
１
９
年
１
０
月
末
運

用
開
始
予
定
））

 
２ ． 迅 速 か つ 厳 格 な 事 故 報 告 体 制 の 構 築 

（
イ

）
地

震
等

の
災

害
発

生
時

で
あ

っ
て

も
確

実
に

機

能
す

る
通

信
手

段
を

、
原

子
力

発
電

所
内

及
び

原

子
力

発
電

所
と

事
業

者
の

災
害

対
策

本
部

等
と

の

間
に
確
保
す
る
こ
と
。

 

【
現
状
分
析
】

 

・
事
故
発
生
時
の
報
告
対
応
を
正
確
か
つ
迅
速
に
行
う
た
め
，
定
期
的
に
教
育
・
訓
練
お
よ
び
連
絡

資
機
材
の
点
検
を
実
施
し
て
い
る
。

 

・
発
電
所
内
に
お
け
る
通
信
手
段
は
，
平
日
・
昼
間
に
つ
い
て
は
，
保
安
回
線
，
災
害
時
優
先
電
話

回
線
お
よ
び
専
用
回
線
を
使
用
し
，
災
害
発
生

時
に
あ
っ
て
は
，
通
常
の
機
器
（
保
安
電
話
）
が

使
用
で
き
な
い
状
況
で
も
，
災
害
優
先
電
話
回

線
，
専
用
回
線
お
よ
び
保
安
回
線
用
衛
星
電
話
に

よ
る
多
重
の
連
絡
手
段
に
よ
り
通
信
が
可
能
で
あ
る
。

 

・
本
店
・
発
電
所
間
に
お
け
る
通
信
手
段
と
し
て
は
，
保
安
回
線
用
衛
星
電
話
を
確
保
し
て
お
り
，

確
実
に
連
絡
で
き
る
連
絡
資
機
材
を
確
保
し
て
い
る
。

 

 【
課
題
】

 

・
地
震
等
の
災
害
発
生
時
で
あ
っ
て
も
，
有
線
回
線
が
使
用
で
き
な
い
場
合
を
考
慮
し
，
発
電
所
の

隣
接

す
る

宿
舎

等
か

ら
必

要
と

な
る

人
員

を
確

保
で

き
る

よ
う

発
電

所
内

緊
急

対
策

室
と

発
電

所
に
隣
接
す
る
宿
舎
等
に
お
け
る
小
型
陸
上
無
線
機
の
配
備
を
検
討
す
る
。

 

・
地
震
等
の
災
害
発
生
時
で
あ
っ
て
も
，
発
電
所
内
に
お
い
て
通
信
手
段
が
確
保
で
き
る
よ
う
対
策

が
必
要
で
あ
る
。

 

・
夜
間
・
休
日
に
お
け
る
地
震
等
の
災
害
発
生
時
で
あ
っ
て
も
，
通
信
手
段
は

，
災
害
優
先
電
話
回

線
，
専
用
回
線
お
よ
び
社
内
保
安
回
線
用
衛
星
電
話
に
よ
り
多
重
化
さ
れ
て
い
る
が
，
有
線
回
線

が
使
用
で
き
な
い
場
合
を
考
慮
し
，
発
電
所
に
隣
接
す
る
宿
舎
等
か
ら
必
要
と
な
る
人
員
を
確
保

で
き

る
よ

う
発

電
所

内
緊

急
対

策
室

と
発

電
所

に
隣

接
す

る
宿

舎
等

に
小

型
陸

上
無

線
機

を
配

備
す
る
。

 

・
地
震
等
の
災
害
発
生
時
で
あ
っ
て
も
，
通
信
手
段
が
確
保
で
き
る
よ
う
配
置
・
保
管
方
法
等
の
見

直
し
を
行
う
。

 

（
平
成
１
９
年
９
月
末
運
用
開
始
予
定
）
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対
策
・
対
応
項
目

 
現
状
分
析
お
よ
び
課
題

 
改
善
項
目

 

（
ウ

）
万

一
、

放
射

性
物

質
の

漏
え

い
な

ど
が

あ
っ

た

場
合

に
は

、
そ

の
可

能
性

に
接

し
た

時
点

で
、

直

ち
に

、
国

及
び

地
方

自
治

体
へ

の
報

告
を

行
う

こ

と
。

 

【
現
状
分
析
】

 

・
管
理
区
域
お
よ
び
非
管
理
区
域
で
漏
え
い
を
発
見
し
た
場
合
に
は
，
社
内
規
定
に
基
づ
き
，
放
射

性
物
質
濃
度
の
測
定
結
果
の
報
告
を
受
け
，
総
括
責
任
者
が
，
放
射
能
量
を
確
認
し
，
発
電
所
か

ら
本
店
，
関
係
官
庁
，
自
治
体
へ
報
告
す
る
体
制
と
す
る
と
と
も
に
，
夜
間
・
休
日
に
つ
い
て
も
，

連
絡
に
必
要
な
人
員
を
確
保
し
て
い
る
。（

当
番
制
を
採
用
）

 

 【
課
題
】

 

・
地

震
災

害
発

生
時

に
水

漏
れ

を
発

見
し

た
場

合
に

は
，

管
理

区
域

，
非

管
理

区
域

に
か

か
わ

ら

ず
国
お
よ
び
地
方
自
治
体
へ
報
告
す
る
方
法
に
つ
い
て
，
社
内
規
定
を
改
正
す
る
方
向
で
検
討
す

る
。

 

・
地
震
災
害
発
生
時
に
水
漏
れ
を
発
見
し
た
場
合
に
は
，
管
理
区
域
，
非
管
理
区
域
に
か
か
わ
ら
ず
，

発
見
し
た
時
点
で
直
ち
に
国
お
よ
び
地
方
自
治
体
へ
連
絡
す
る
。
 

・
そ
の
後

，
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
等
の
事
実
関
係
を
確
認
す
る
人
員
が
放
射
能
の
有
無
を
確
認
し
，

連
絡
す
る
。
 

・
上
記
２
段
階
の
通
報
連
絡
を
社
内
規
定
に
反
映
す
る
。

 

（
平
成
１
９
年
８
月
末
運
用
開
始
予
定
）
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